
船舶事故調査報告書 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年４月２５日 ０５時２０分ごろ 

発生場所 北海道興部
おこっぺ

町沙留
さ る る

漁港北東方沖 

沙留港東防波堤灯台から真方位０４４°５.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°２９.６′ 東経１４３°１９.１′） 

事故の概要  漁船第六十五平久
へいきゅう

丸は、北北東進中、また、漁船第八十八日東
にっとう

丸

は、揚網しながら北北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年４月２７日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第六十五平久丸、１４トン 

   ＨＫ２－２１９５１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第八十八日東丸、９.７トン 

   ＨＫ２－２２２２１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視程 約５Ｍ 

海象：波向 南、波高 約１ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、かに固定刺し網漁の目的で沙

留漁港北東方沖の漁場に向け、約１３ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で自動操舵により北北東進した。 

Ａ船は、船長Ａが、前方を見ずにカッパのズボンを履いていたとこ

ろ、左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、沙留漁港北東方沖の漁場でか
．

に
．
固定式刺し網漁を行っていた。 

Ｂ船は、船長Ｂが前部甲板で揚網作業を行い、揚網に伴って約 

０.５kn の速力で手動操舵により北北東進していたところ、Ａ船と衝

突した。 

船長Ｂは、衝撃でＡ船と衝突したことを知った。 

分析  Ａ船は、沙留漁港北東方沖の漁場において北北東進中、船長Ａが、

カッパのズボンを履いていて船首方の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、沙留漁港北東方沖の漁場において揚網しながら北北東進

中、船長Ｂが前部甲板で揚網作業を行っていて周囲の見張りを適切に



行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、沙留漁港北東方沖の漁場において、Ａ船が北北東進中、

Ｂ船が揚網しながら北北東進中、船長Ａがカッパのズボンを履いてい

て船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが前部甲板で

揚網作業を行っていて周囲の見張りを適切に行っていなかったため、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


